
（１） 件名及び数量

（内訳）

（２） 納入期限

（３） 納入場所

（４） 入札方法

（１）

（２）

　　　　　

（１） 契約条項を示す場所、国立大学法人大阪大学競争入札加入者心得の交付場所及び問合せ先

　　　　　　　〒５６５－０８７１　大阪府吹田市山田丘1-1

　国立大学法人大阪大学財務部契約課　物品調達第二係

　電話　０６-６８７９-４０１２

（２） 国立大学法人大阪大学競争入札加入者心得の交付方法

　本公告の日から上記３（１）の交付場所にて交付する。

（３） 競争参加資格を証明する書類（上記２）及び入札書の受領期限並びに提出場所

　　　　　　電話０６-６８７９-４０１２ （郵送する場合には受領期限までに必着のこと。）

　国立大学法人大阪大学財務部契約課　物品調達第二係

（４） 開札の日時及び場所

　令和６年８月６日(火)　１４時００分

　国立大学法人大阪大学本部事務機構1階　入札室

（１） 入札保証金及び契約保証金　免除

（２） 入札の無効

（３） 契約書作成の要否　  要

（４） 落札者の決定方法

（５）

（６） 　上記３（４）の開札に立ち会わない競争加入者等については、再度入札を辞退したものとみなす。

（７）

令和６年７月２４日

　入札書を直接提出する場合は封筒に入れ封印し、かつ、その封皮には氏名（法人の場合はその名称又
は商号）及び「８月６日開札[QuantStudio 6 Pro ﾘｱﾙﾀｲﾑ PCR ｼｽﾃﾑ 384 ｳｪﾙﾌﾞﾛｯｸｼｽﾃﾑ ﾉｰﾄﾌﾞｯｸPC付ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ　米国ｻｰﾓﾌｨｯｼｬｰｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ社製　QS6PRO384-TIP-S2　1式　外]の入札書在中」と朱書きしなければ
ならない。また、郵便又は宅配便（いずれも配達の記録が残るものに限る。）により提出する場合は、
二重封書とし、表封書に「８月６日開札[QuantStudio 6 Pro ﾘｱﾙﾀｲﾑ PCR ｼｽﾃﾑ 384 ｳｪﾙﾌﾞﾛｯｸｼｽﾃﾑ ﾉｰﾄ
ﾌﾞｯｸPC付ﾊﾟｯｹｰｼﾞ　米国ｻｰﾓﾌｨｯｼｬｰｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ社製　QS6PRO384-TIP-S2　1式　外]の入札書在中」と朱書
きし、中封書の封皮には直接提出する場合と同様に氏名等を記載し、入札書の受領期限までに送付しな
ければならない。

　その他詳細は、国立大学法人大阪大学が定めた「国立大学法人大阪大学競争入札加入者心得」によ
る。

国立大学法人大阪大学　理事　福田　祐一（公印省略）

　令和６年８月５日(月)　１７時１５分

４．その他

令和７年３月３１日

２．競争参加資格

国立大学法人大阪大学感染症総合教育研究拠点

３．競争執行の場所等

　本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった
者の提出した入札書、その他国立大学法人大阪大学契約規則第２２条第１項各号に掲げる入札書は無効
とする。

　本公告に示した物品を納入できると契約権限者が判断した入札者であって、国立大学法人大阪大学契
約規則第１４条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を
行った入札者を落札者とする。

物品供給についての入札公告

　国立大学法人大阪大学において、次のとおり一般競争入札に付します。

１．調達内容

QuantStudio 6 Pro ﾘｱﾙﾀｲﾑ PCR ｼｽﾃﾑ 384 ｳｪﾙﾌﾞﾛｯｸｼｽﾃﾑ ﾉｰﾄﾌﾞｯｸPC付ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ　米国ｻｰﾓﾌｨｯｼｬｰｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ社製　QS6PRO384-TIP-S2　1式　外

　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０パーセントに相当する額を加算し
た金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって
落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか
を問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

　A45955

・QuantStudio Pro Fast 96 ｳｪﾙﾌﾞﾛｯｸ ｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞｷｯﾄ

　QS6PRO384-TIP-S2

・QuantStudio 6 Pro ﾘｱﾙﾀｲﾑ PCR ｼｽﾃﾑ 384 ｳｪﾙﾌﾞﾛｯｸｼｽﾃﾑ ﾉｰﾄﾌﾞｯｸPC付ﾊﾟｯｹｰｼﾞ

1式

1式

国立大学法人大阪大学契約規則第7条及び第8条の規定に該当しない者であること。

国の競争参加資格（全省庁統一資格）又は、国立大学法人大阪大学の競争参加資格のいずれかにおい
て、令和６年度に近畿地域の「物品の販売」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。

　ただし、落札者が契約の締結をしないときは、違約金として落札金額の１００分の５に相当する金額
を支払わなければならない。


